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衆
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一
及
び
二
に
つ
い
て

「
東
日
本
大
震
災
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
二
十

三
年
四
月
六
日
付
け
二
三
文
科
初
第
四
十
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い
う
。
）
は
、

文
部
科
学
大
臣
の
了
解
の
下
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
か
ら
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
教
育
長
等
に
対
し
て
、
東

日
本
大
震
災
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
以
下
「
今
回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）

が
各
学
校
の
児
童
生
徒
等
に
行
き
渡
る
よ
う
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

今
回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
な
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
毎
年
発
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
が
、
今

回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
作
成
は
、
東
日
本
大
震
災
が
極
め
て
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
新
学
年
の
開
始
時
期
に
お
い
て
多
数
の

児
童
生
徒
の
心
身
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
菅
内
閣
総
理
大
臣
及
び
�
木
文
部
科
学
大
臣
の
判
断
に

よ
り
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一



五
及
び
六
に
つ
い
て

局
長
通
知
に
お
い
て
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
か
ら
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
教
育
長
等
に
対
し
、
「
こ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
各
学
校
の
児
童
生
徒
及
び
教
職
員
等
に
行
き
渡
る
よ
う
」
依
頼
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
今
回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
内
容
が
児
童
生
徒
等
に
周
知
さ
れ
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
周
知
方
法
と
し
て
必
ず
し
も
書
面
に
よ
る
こ
と
を

求
め
た
も
の
で
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
学
校
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

今
回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
う
ち
菅
内
閣
総
理
大
臣
及
び
�
木
文
部
科
学
大
臣
連
名
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
東
日
本
大
震
災
が
極

め
て
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
多
数
の
児
童
生
徒
の
心
身
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
内
閣
総
理
大

臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
児
童
生
徒
に
対
し
て
直
接
激
励
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
、
そ
の
名
に
お
い
て
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

二



今
回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
及
び
局
長
通
知
を
本
年
四
月
六
日
に
発
出
し
た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
が
極
め
て
大
規
模
な
も
の
で

あ
り
、
新
学
年
の
開
始
時
期
に
お
い
て
多
数
の
児
童
生
徒
の
心
身
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
こ
の
時

期
が
、
児
童
生
徒
等
へ
の
激
励
等
を
目
的
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
出
す
る
時
期
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で

あ
り
、
今
回
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
統
一
地
方
選
挙
の
公
平
性
を
損
ね
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て

い
な
い
。
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